
令和６年度ＳＮＳ活用によるＵＩＪターン就職促進情報発信業務 仕様書 

 

 

１ 委託業務の目的及び概要 

県外からの人材還流を促進するため、卒業前の県内の高校生をはじめ本県出身の県外

の学生及びＵＩＪターン希望者に対し、県公式ＳＮＳ（ＬＩＮＥ）アカウントの登録の

促進に取り組むとともに、県内の魅力や県内就職などの情報を定期的に配信する。 

 

２ 業務内容等 

（１） 青森県公式ＳＮＳ（ＬＩＮＥ）アカウントの周知・登録促進 

・アカウント登録を促進するためのチラシ及びポスターを制作し、県が指定する送付

先（県内外 200箇所程度）に送付する。 

制作部数  県外在住者向けチラシ（Ａ４判）   10,000部 

            県内高校生向けチラシ（Ａ４判）   10,000部 

         ポスター（Ｂ２判）   50部 

（２） ＳＮＳ（ＬＩＮＥ）登録者への情報配信等 

  ・登録者に対して、就職活動及びＵＩＪターンに関するイベントや支援情報を、県内

の旬の話題とともに、定期的に（月１回）情報配信する。必要に応じて随時配信す

る場合がある。なお、情報配信に係るテキスト等は県から提供する。 

・登録者の関心が高いと考えられるコンテンツ（記事、動画等）を制作し、定期的に

ＳＮＳで配信する。 

・登録者の視聴状況等を把握し、定期的に県に報告する。 

・アカウントに対する意見等を把握するため、登録者に対しアンケートを実施する。 

 

３ 業務委託期間 

  契約締結日から令和７年３月 31日（月）まで 

 

４ 対象経費 

（１）実施に係る経費（ＬＩＮＥ配信等に係る経費、取材等のコンテンツ制作に係る旅

費、印刷・製本費、通信運搬費等） 

（２）委託業務に従事する者の人件費 

（３）一般管理費（消費税相当額を除く事業費総額の 10％以内の額とする。） 

（４）その他、当該事業に必要と認められる経費 

※ただし、次の経費は対象外とする。 

・土地、建物、備品（オフィス機器、家電、デジカメ、パソコン等の物品及びソフ

トウェア）の取得費 

・施設・設備の設置費、改修費 

・登録促進等のためのインセンティブに係る経費 



５ 成果品 

（１）業務完了報告書 

（２）上記２の制作物 

（３）上記２の制作物の電子データ（冊子については、PDFファイル及びイラストレータ

ー用 aiデータ） 

（４）その他、本業務で実施した取組に係る必要なデータ等 

 

６ 納品場所 

  青森県こども家庭部若者定着還流促進課（県庁南棟４階） 

 

７ 著作権の帰属 

（１）納品物に係る著作権（著作権法第 27条及び第 28条の権利を含む。ただし、本契約

締結日現在、受注者、受注者以外の委託事業参加者又は第三者の権利対象となってい

るものを除く。以下同じ。）は、委託金額以外の追加支払なしに、その発生と同時に受

注者から発注者に譲渡され、発注者単独に帰属する。受注者は、発注者が求める場合

には、本項に定める著作権の譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなけ

ればならない。 

（２）本契約締結日現在受注者、受注者以外の委託事業参加者又は第三者の権利対象とな

る著作物が納品物に含まれている場合であっても、発注者は、納品物の利用のため、

本契約期間中及び契約終了後において、納品物全体を発注者の著作物として使用し、

また第三者に使用させることができる。ただし、未承諾リストその他の書面で受注者

から発注者に別段の通知がなされたもの（又は通知の対象となった特定部分）につい

てはこの限りでない。 

（３）受注者は、納品物（本契約においては、委託業務により新規に作成されたイラスト

等自体を含む。）に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、受注者

は、当該著作物の著作者が受注者以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権

を行使しないように必要な措置をとるものとする。 

 

８ その他、契約に付帯する事項 

（１）本業務の実施に当たっては、県と十分な協議を経て行うこと。 

（２）本業務で使用する画像・映像等の著作権及び肖像権など権利関係の処理及び調整

は、本業務の受注者（以下、「受注者」と言う。）が行うこと。 

（３）この仕様書に定めのない事項については、その都度、県と受注者が協議して決定す

るものとする。 

 


